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英学史研究改題第2号 に 「出版文化史上の西周と柳川春三」について小見を述べたが,

開成所と明治初年の再開を見て行くと興味ある種々の問題があった。その一として出版届

をとりあげてみたい.蘭 学から洋学へと発展する裡に書物改役の任命があり,ペルリ来日

以後の安政3年2月13日 幕府は蕃書調所と洋学所を改称して洋学の教場とした。同年5月

17目幕府は諸人所蔵の洋書類はすべて蕃書調所で翻訳せしめ,同6月12日 新規開校の洋書

及び翻訳書は調所に於て検査せしめることにした。(この年西周は手塚律蔵に英語を学ぶ)

文久2年5月18日 蕃書調所は万延元年6月 九段下から小川町に移っていたが神田一橋門外

護持院ケ原(現 電機大学5号 館辺りから東南一帯)に 移り,洋書調所と改称したのを更に

開成所と改称したのは柳川春三が頭取であった文久2年8月 である。そして江戸城明け渡

しの前後,明 治元年4月 には自然閉校となった。その主要な器具,図 書類は徳川藩のもの

として静岡へ移されていた。この期間迄に洋書やその訳書の出版はすべて開成所で可否の

許可となった。蕃書調所一開成所には専門博学の洋学者がいたから洋書やその訳書の出版

を一切こゝで審査?す るのは当時の考へとしては理解できる。尚,市 中一般の読物草子類

は明和安永以来町奉行の達しで人心を惑わすもの風紀をみだすものは発禁処分としている

から,い わゆる出版検査機関は常設でなく蕃書調所の機能はその一に出版審査を取扱った

が洋書関係と云う点に特色がある.
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江戸城受領後,新 政府の担当(当 時すべて京都が主権の中心で)者 は明治元年4月28日

書籍の私刊と売買禁止令を出し,次 いで新著翻訳は官許を要すとして6月20日 より草稿の
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提 出 によ り出版 の検閲 を行 うこ とに した。当時江戸の支配 は官軍 の軍政下 にあ り,官 軍は

江戸城 に鎮台府 を置 いたが7月17日 か ら鎮将府 とした。公報 として 日誌 を発行 してい るが

その中にない か らこの検 閲は京の太政官か らの通達 と見 られ る.

平 和回復 とその促進か ら6月29日 昌平 盟を昌平学校 として開校,9月12日 鎮将府 は昌平

学校 が開成所,医 学所 を総理す るこ とに して三校 の開校 とな り,開 成所 の頭取 は江戸居住

の川勝近 江が総理で柳川春三 が頭取 りとな った。柳 川は翻 訳校正掛 をかねたが,学 校 の内

容 は旧の通 りであ った。12.月10日学校官職制改正,明 治2年 正月17日 入学 のための開校.

2 .月8日 新 聞印行条 例 を発布,開 板関係 の規定 を制 定 し,願 出は開成所→ 開成学校へ とな

った。(地 方 は府 ・県 へ)2年5月13日 出版条例 が出 て図書,出 版 の検 閲准許 を昌平及び

開成 の両校 に属せ しめた。和漢書 は昌平,洋 書 とその訳書は開成の分担であ る。6月15日

3校 を総合 して大 学校 とし,柳 川春三 はこの月 に大学 少博 士に任ぜ られた。12月17日 学制

改革で大学校 を単 に大学 とし,開 成所 を大学南校 とした。明治4年7月18日 大学 を改めて

文部省 とし,三 校 は単に南 校,東 校 と云 う様 になった。5年8月3日 文部省 にて大学 ・中

・小の学区制 の改制 とな る.

明治8年9.月3日,去 る2年5月13日 の行政官達 しを廃 止 して新 しく出版 条例 を太政官

布 告で許可主義 を届出主義 の方針 として内務 省担当 とした。 これは昭和20年 敗戦以後,マ

ッカーサー指令で廃止迄 つづ くもの とな った.
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明治元年 開成所再開以来,旧 幕時代 の担 当柳 川春三が再び担 当に起 用 され,2年 か ら開

成学校 で新 聞の検閲 ・出版の免許状 も発行 とな っな った。明治4年4月1日 か ら許可済み

の図書 目録 が毎月又は隔月に 「願済み書 目一覧」 として刊行 され たのは政府 による図書 目

録発行 の初であ る.

文明 開花,文 明開化,券 明開花等 が盛 んになる明治初年 の出版 の取扱 は意外 にも開成所

時代 の延長 であ り,洋 書 とその記述の出版扱いが,明 治初年 は広 く一般図書 を開成学校・

文部省 ・太政 官修史局(3年2月22日 布告で移管)が 担 当 したのは明白な方針 と云 うか欧

米 のこの方面 の知識 が欠 除 していたか らと考 えたい。 「西洋事情」 「学問のす ンめ」等ベ

ス トセラーが偽本 出版 迄に至 ったので福沢諭吉 は明治6年2月17日 大阪府 知事に偽版取締
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要望書 を提出 しているが,出 版 その ものを問題 として,著 作権につい ては問題 としていな

いのは幕府以来 の出版 届の普及化 の故 か,洋 学普及 にかかわ らず著作権 はまだ問題 どころ

か知 ってい なか った.

出版許可は容易に認めた らしいが,奉 書紙にて出願す る と担 当者部局 官印の許 可書 が発

行 され ている。一例 として明治5年10月28日 付の陸 奥宗光がそ の父伊達 自得 の著述 大

勢三転考 当壬 甲12月 中板,半 紙本全部三冊 と首書一要 旨を述 べた許 可申請 書があ る。そ

れに文部省用箋 に=出 版差許 候刻成之上ハ三部納本可致事=の 墨書 に壬申十月二十八 日

文部省印=が 残 っている.

申請当 日に早速許可 であるが,こ の頃納本制 が行 われてい る.こ れ は明治5年 正月13日

文部省達 しで改正 された出版条 例か ら見 られ るものであ る。尚 この書 は出版が後れ たので

明治9年1月27日 内務卿大久保利通 並同人 公印の版権免許之証第884号 が 「版権」 を公認

発行 され てい る。又,版 ・権登録之証 は明治27年11月28周 内務省並同 印のが現存す る.

内務省担 当後は 日本独 自の出版条例が発展す る。洋学発展途上 の路傍 の石 の発展 か と言

うべ きか.

口演時,惣 郷氏 よ り明治7年3月5日 付伊東経児郎訳,和 英単語篇,初 編 全一 冊出――

出板願 人梅村伊兵衛 とあ る稿本の御教示 を得 た。是 また貴重 資料 であ る。(他 の資料 は省

略.)

註(1) 引 用の陸奥宗光の件の現本 は中大教授稲生氏所 有 による もので ある.

(2) 願済み書目一覧 は版権書 目第一 を参照す ると大体が わか る。明治文化資 料叢書第

7巻 に あ る.
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